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＜ 環境経営方針 ＞  

当社は、「合成樹脂ライニングの施工」や「強化プラスチックス（FRP)製機器の設計、製

作」などを主とする事業経営において、国際的な持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の一つ

である環境保全経営を重要課題として位置づけ、環境経営に取り組む。 

１．下記の目標を揚げ、継続的改善を行う。 

① 人と地球にやさしい材料の設計・研究開発を新しい観点から見直し 

環境・安全・品質を考慮した製品づくりにより顧客の信頼を得る。 

② 省エネルギー製品を使用し、二酸化炭素排出量を削減する。 

③ 廃棄物、水および揮発性有機化合物（VOC）の使用量を削減する。 

④ クリーンな原材料を調達し、生産方法の多様化を計り、市場を開拓する。 

２．環境に関連する法規制、基準及びその他の要求事項を遵守し環境汚染防止に努める。 

３．環境経営レポートを作成し、情報を共有する。従業員の意志向上と顧客との環境コミ 

ュニケーション経営を推進する。 

2008 年 5 月 21 日制定 

2019 年 9 月 21 日改訂 

冨士レジン工業株式会社 

代表取締役 松本興二 
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＜ 事業概要 ＞ 

事業者名：冨士レジン工業株式会社 

代 表 者：代表取締役 松本 興二 

所 在 地：〒６６１－０９７６ 兵庫県尼崎市潮江３丁目１番１７号 

資 本 金：３億円 

創  業：昭和２６年１１月１日 

創  立：昭和２８年４月２０日 

事業内容：① 合成樹脂ライニングの施工 

     ② 強化プラスチックス（FRP)製機器の設計、製作および販売 

     ③ 合成樹脂ライニング材料の設計、製造および販売 

事業規模: 2020 年度（2019 年 10 月～2020 年 9 月） 

     売上高：３０億５４００万円 

          生産高：３０億６５７８万円 

 従業員数（人） 延べ床面積（m2） 

本社・工場 47 3,493（敷地） 

富士工場 16 1,719（敷地） 

東京支店 12 152 

名古屋営業所 7 168 

福岡営業所 7 100 

合計 89 －－－ 

                       2020 年 9 月 30 日現在 
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事業所名および所在地：
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 ＜ 環境対応体制 ＞

 品質保証委員会が環境計画の策定および環境経営進捗状況の把握、評価など環境経営を行っ

ている。

環境管理責任者：取締役 大阪工場長  和田哲也 

ＥＡ２１事務局：大阪工場長付け    隠岐 拓 

        連絡先：電 話 ０６－６４９９－０３０３ 

            ＦＡＸ ０６－６４９８－４０３２ 

 ＜ 認証・登録範囲 ＞ 

図．環境経営体制および認証・登録範囲 

社長

環境管理責任者

技術課

品質保証課

資材部 購買課

基材課

製造部 化工

ＦＲＰ
工事部

営業部

管理部

技術部

富士工場

名古屋営業所

福岡営業所

大阪工場

東京支店

品
質
保
証
委
員
会

事
務
局
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表 役割・責任および権限一覧表

職位 役割・責任 権限 

社長 

①ＥＡ２１の最高責任者 

②環境経営方針の制定、見直し 

③ＥＡ２１システムの承認 

④ＥＡ２１の経営資源の確保 

⑤環境管理責任者の任命 

⑥ＥＡ２１全体の評価と見直し 

ＥＡ２１の確立・実行・

維持・改善に関する全権

限 

環境管理責任者 

①経営者の代行 

②ＥＡ２１システムの確立・実施・

維持・改善 

ＥＡ２１の確立・実行・

維持・改善に関して指示

する権限 

品質保証課 

①関連法規の把握および届出 

②ＥＡ２１マニュアルの見直し・改定 

③環境経営レポートの作成・維持  

④環境経営計画の実績把握  

⑤環境関連の教育・訓練の発案 

⑥その他環境管理責任者の支援 

環境管理責任者の指示によ

り、左記に関する事項の全部

署に展開する権限 

部門・部署長 
部署のＥＡ２１に関する業務を確立・

実行・維持 

左記の事項に関し部署内従

業員に対し指示する権限 

従業員 手順・ルールを遵守する責任 ――― 

共通 
①環境改善の提案 

②当該環境改善の実施 
――― 
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＜ 中期（３年間）環境経営目標および経営計画 ＞ 

67期（2018年 10月 1日）～ 69期（2021年 9月 30日）

１．66 期 2018 年度を基準年として、下記項目についてそれぞれ対生産高比毎年 0.5％、 

3 年で 1.5％削減。 

   １）二酸化炭素排出量 

   ２）廃棄物総排出量 

   ３）上水使用量 

   ４）洗浄用有機溶剤アセトン使用量 

 ２．環境汚染の少ない環境配慮製品を５年で 1件開発。

2019 年度 2020 年度 2021 年度

基準年度比

kg-CO2/万円 全部門 目標値 0.484
kg-CO2/

万円
0.481

kg-CO2/万

円
0.479

kg-CO2/万

円

基準年度比

kg-CO2/万円 全部門 目標値 0.314
kg-CO2/
万円 0.313

kg-CO2/
万円

0.311
kg-CO2/
万円

基準年度比

kg-CO2/万円 全部門 目標値 0.145
kg-

CO2/万
円

0.145
kg-CO2/
万円 0.144

kg-
CO2/万

円

kg-CO2/万
円

1.013
kg-
CO2/万
円

1.008
kg-CO2/
万円

1.003
kg-
CO2/万
円

基準年度比

全部門 目標値 0.182
kg/万
円

0.181 kg/万円 0.180
kg/万
円

二酸化炭素
排出量合計 1.018

99.5% 99.0% 98.5%

99.5% 99.0% 98.5%

風呂ﾎﾞｲﾗｰの点
検見直し

乾燥炉の排熱利
用を検討する

・低燃費車に更新
・ｵｲﾙ汚れを定期的に
確認
・ﾀｲﾔ空気圧定期的確
認

・ｵｲﾙ汚れ、ﾀｲﾔ
空気圧点検記録
作成の強化

・ｵｲﾙ汚れ、ﾀｲﾔ
空気圧点検記録
作成の徹底

都市ｶﾞｽ使用機
器の点検見直
し

99.5% 99.0%

達成手段

一
般
廃
棄
物
の
削

減

一般廃棄物の
削減

（燃えるゴミ、紙管、
樹脂付着段ボール、粉

末紙袋）

0.183 kg/万円

各部門長
達成手段

木材をリサイ
クル業者にま
わす

木製ﾊﾟﾚｯﾄの点
検補修

段ボール箱の再
利用

環境目標

年度毎目標・達成手段

各部門長
・ウォームビ
ズ・クールビズ
の強化

・休憩室工場照
明のLED化

達
成

手
段

・空気圧縮機不要時
オフ
・乾燥炉ファンの適
正化
・不要照明の消灯

二
酸

化
炭
素
排
出
量
の
削
減

単位
発熱量 44.8

都市ガスの削減
（用途：事務所ｺﾝﾛ、
湯沸器、ｽﾄｰﾌﾞ、風呂
および化工乾燥炉）

二酸化炭素
排出係数 0.0136 各部門長

0.146

69期

98.5%

達成手段

0.486
二酸化炭素排出係数＊

責任部門
責任者

ガソリンの
削減 二酸化炭素

排出係数 0.0183
各部門長

単位
発熱量 34.6

0.316

67期

電力使用量の
削減

（＊）本社：0.418、東京支店および富士工場：
0.462、名古屋営業所：0.472、福岡営業所：0.463

の加重平均値

0.432

68期

99.5% 99.0% 98.5%

基準値
2018年度生産高比
（生産高：323,369万円）
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2019 年度 2020 年度 2021 年度
基準年度比

目標値 0.923
kg/万
円

0.919 kg/万円 0.914
kg/万
円

基準年度比

製造部門 目標値 0.704
kg/百
万円

0.701
kg/百万
円

0.697
kg/百
万円

基準年度比

製造部門 目標値 0.0368
kg/万
円

0.0366 kg/万円 0.0364
kg/万
円

基準年度比

全部門 目標値 0.990
m3/百
万円

0.985
m3/百万

円
0.980

m3/百
万円

基準年度比

製造部門 目標値 1.82 g/万円 1.81 g/万円 1.80 g/万円

基準年度比

目標値 3.54
g/百万
円

3.52
g/百万
円

3.50
g/百万
円

基準年度比

目標値 0.913
g/百万
円

0.909
g/百万
円

0.904
g/百万
円

基準年度比

目標値 0.406
g/百万
円

0.404
g/百万
円

0.402
g/百万
円

基準年度比 ＋１ 件 ＋２ 件 ＋３ 件

全部門 目標値 5 件 6 件 7 件

累計

4件

4件

基準年度比

1 件 技術部 目標値

67期 68期 69期環境目標
基準値

2018年度生産高比
（生産高：323,369万円）

責任部門
責任者

99.5% 99.0% 98.5%

99.5% 99.0% 98.5%

99.5% 99.0% 98.5%

ドラム缶仕様に
換える。

現場の下げ缶
に再利用す
る。

現場の下げ缶に
再利用する。

作業内容を見直す

作業内容を見直す

99.0% 98.5%

0.995 m3/百万円

各部門長 達成手段

99.5%

環境ラベル認
定等製品の優
先的購入を検
討する

コピー用紙、伝票、印
刷物、パンフレット、
トイレットペーパー、
名刺等の紙について、
再生紙または未利用繊
維への転換を図る

3～5年を目途に取り組
む

1件

1件

ＰＤＣＡを回し、かつ出張がちな所属部員同士
がお互いサポートしながら確実に進める。

4 件

資材

事務用品

省ｴﾈﾀｲﾌﾟ製品を
優先的に選択す
る

技術部長

環
境
配
慮

製
品
開
発

環境配慮製品の開
発

達成手段

グ
リ
ー

ン

購
入
の
推
進

環境配慮資材・
事務用品の購入 各部門長

達成手段

化
学

物
質
使
用
量
の
抑
制

アセトンの削減

製造部門

3.56 g/百万円
各製造部
門長

達成手段

1.83 g/万円

各部門長

g/百万円

各部門長 達成手段

洗浄方法を見直し、無駄をなくす。溶剤回収装置
活用を強化する。

スチレンモノマー
の削減

上
水
使
用
量
の

削
減

上水道水の削減

99.0% 98.5%

99.5% 99.0% 98.5%

99.5%

廃プラスチックの
削減

0.928 kg/万円

物
質
使
用
量
の
削

減
・会議資料の
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化を進
める

・水道配管の漏水点検を定期的に行う

コピー用紙の削減

全部門

0.408 g/百万円

各部門長

達
成

手
段

・記録類の電
子化保管を進
める

・会議資料の
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化を進
める

達成手段

メタクリル酸
の削減

全部門

0.918

製造部

製造部長

産
業
廃
棄
物
の
削
減

達成手段

達成手段

木くずの削減 0.0370 kg/万円

各製造部
門長

廃油の削減 0.708
kg/百万
円

各製造部
門長

ﾗｲﾅｰ端材の有効
利用検討

達成手段 ・溶剤回収装置利用を強化する

分別の強化 作業工程見直し

99.5% 99.0% 98.5%

99.5% 99.0% 98.5%

年度毎目標・達成手段
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＜ ２０２０年度（2019 年 10 月～2020 年 9 月） 目標達成手段 ＞ 

目標達成手段 

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

・空調の適温化（冷房 28 度程度、暖房 20 度程度）を徹底している 

・ロッカー室や倉庫、使用頻度が低いトイレ等の照明は、普段は消灯し、使用時のみ点灯している 

・夏季における軽装（クールビズ）、冬季における重ね着等服装の工夫（ウォームビズ）をして、冷

暖房の使用を抑えている 

・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰは使用時のみ起動させる。ｴｱ漏れの定期的に点検する。 

・乾燥炉ﾌｧﾝ容量の適正化を計る。 

・負荷の変動が予想される動力機器において、回転数制御が可能なインバーターを採用している 

・ＬＥＤ照明の導入 

・エコドライブなど運転方法の配慮（急発進・急加速や空ぶかしの排除、駐停車中のエンジン停止な

ど）の励行 

・燃費記録を義務付けエコ運転のモチベーションアップに努める。 

・タイヤの空気圧を定期的に確認し、適正値（メーカー指定の空気圧）を保つように努め

る 

・社有車のリースアップ時のハイブリッド車への転換を進める。 

・都市ガス使用の乾燥炉には自動温度記録計を設置し、温度管理を徹底する。 

・ばい煙等の監視及び測定やばい煙処理設備の点検を定期的に行う等、適正に管理する 

一
般
廃
棄
物
の
削
減

・帳票の見直し、紙から電子化への変換を推進する。 

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行う 

・廃棄物の最終処分先を定期的に、直接、確認する 
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産
業
廃
棄
物
の
削
減

・品質管理を徹底し、不具合による製品廃棄処分削減に努める。 

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行う 

・廃棄物の最終処分先を定期的に、直接、確認する。 

・廃液の回収・再利用のための設備を設置し、活用する 

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行う 

・廃棄物の最終処分先を定期的に、直接、確認する 

・一斗缶など金属類は、廃棄物ではなく専門業者に出し、有価化に努める。 

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行う 

・廃棄物の最終処分先を定期的に、直接、確認する 

上

水

使

用

量

の

削

減

・節水コマの設置 

・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行する 

・水道配管からの漏水を定期的に点検する 

化
学
物
質
使
用
量
の
削
減

・化学物質排出移動量届出制度（PRTR 制度）にもとづく取組を行う 

・有害性の化学物質の表示を徹底している 

・化学物質の安全性に関する情報伝達のため、SDS により管理している 

・ﾉﾝｽﾁﾚﾝ樹脂による製品開発を進める。 
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資
源
使
用
量
の
削
減

・会議用資料や事務手続書類の簡素化に取り組む 

・社内 LAN、データベース等の利用による文書の電子化に取り組む 

・打合せや会議の資料等については、ホワイトボードやプロジェクターの利用により、ペーパーレス

化に取り組む 

・印刷物を作成する場合は、その部数が必要最小限の量となるように考慮し、残部が出ないように配

慮する 

・両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーを徹底する 

・使用済み用紙、ポスター、カレンダー等の裏紙が活用できる紙は可能な限り利用するよう工夫する

・コピー機は、枚数や拡大・縮小の誤り等のミスコピーを防止するため、使用前に設定を確認すると

ともに、次に使用する人に配慮し、使用後は必ず設定をリセットする 

・シュレッダーの使用を機密文書等に限り、シュレッダー処理紙のリサイクルに努める 

環
境
配
慮
資
材
購
入

節水型の家電製品、水洗トイレなどを積極的に購入している 

温室効果ガス排出係数の低い小売電気事業者から電力を購入している 

社用車について、ハイブリッド車や低燃費車、低排出ガス認定車、電気自動車、天然ガス

自動車などの低公害車への切替えに取り組んでいる 

・再生材料から作られた製品を優先的に購入、使用する 

・間伐材、未利用資源等を利用した製品を積極的に購入、使用する 

・コピー用紙、コンピューター用紙、伝票、事務用箋、印刷物、パンフレット、トイレッ

トペーパー、名刺等の紙について、再生紙または未利用繊維への転換を図る 

環
境
配
慮
製
品
の

開
発

・製品の長寿命化を指向する 

・原材料の見直しを行う 

・環境汚染の極めて少ない製品開発に積極的に取り組む。 
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＜ 環境経営計画の取組結果とその評価および次年度の環境経営計画 ＞

達成率 ： 100%以上：〇、99.9～97.0%：△、96.9%以下：×

達成率

電力使用量の削減

2018 基準値 0.486 kg-CO2/万円

2020 年度目標 0.481 99.0%

実　績 0.781 61.6%

ガソリン使用量の削減

2018 基準値 0.316 kg-CO2/万円

2020 年度目標 0.313 99.0%

実　績 0.118 264.6%

都市ガス使用量の削減

2018 基準値 0.1465 kg-CO2/万円

2020 年度目標 0.1457 99.0%

実　績 0.043 338.5%

一般廃棄物（一般ごみ）の削減

2018 基準値 0.183 kg/万円

2020 年度目標 0.181 99.0%

実　績 0.172 105.5%

廃プラスチックの削減

2018 基準値 0.928 kg/百万円

2020 年度目標 0.919 99.0%

実　績 0.934 98.4%

廃油の削減

2018 基準値 0.708 kg/百万円

2020 年度目標 0.701 99.0%

実　績 1.543 45.4%

木くずの削減

2018 基準値 0.0370 %

2020 年度目標 0.0368 99.0%

実　績 0.0631 58.3%

産
業

廃
棄
物
排
出
量

削
減

△

一定の業務改善効果によると
考えられる。
フィルム類の有効利用を強化
する。

×

新たな装置導入により洗浄材
使用量増加と考える。
溶剤回収装置の使用強化に努
める。

×
新規導入装置の梱包資材と考
えられるため、来期はかなり削
減できる見込み。

実績・取組結果 評価および次年度の取組内容

二
酸

化
炭
素
排
出

量
削
減

×

昨年導入した事業が本格化
し、かつ新規事業も始めたた
め、使用量が増大した。
製造工程の改善に注力する。

○

遠距離工事減少およびコロナ
対策による営業活動自粛によ
ると考えられる。
業務形態変化への対応を強化
する

〇

加熱焼き付けﾗｲﾆﾝｸﾞ減少と考
えられる。
大型乾燥炉の有効利用を検討
する。

一
般
廃

棄
物

排
出
量

削
減

〇

紙使用量の削減効果と考え
る。
引き続き文書の電子化を進め
る。
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達成率

水道水の削減

2018 基準値 0.995 m3/百万円

2020 年度目標 0.985 99.0%

実　績 0.983 100.2%

スチレンモノマーの削減

2018 基準値 1.83 g/百万円

2020 年度目標 1.82 99.0%

実　績 1.69 107.8%

アセトンの削減

2018 基準値 3.56 g/百万円

2020 年度目標 3.52 99.0%

実　績 3.08 114.1%

メタクリル酸の削減

2018 基準値 0.918 g/百万円

2020 年度目標 0.909 99.0%

実　績 0.487 186.5%

コピー紙（白上質紙）の削減

2018 基準値 0.408 kg/百万円

2020 年度目標 0.406 99.0%

実　績 0.319 127.3%

環境配慮製品の開発

2018 基準値 1 件／5年

2020 年度目標
（進捗度）

60 ％

実　績 65 108.3%

ﾉﾝｽﾁﾚﾝ樹脂使用の効果と考
える。
来期は新たな樹脂開発と用途
拡大を目指す。

昨年の水漏れ対策が効果的で
あった。
使用量削減意識向上に向け学
習会テーマに挙げることを検討
する。

環
境
配

慮

製
品
開

発

○
応用面で停滞した。
樹脂メーカーとの連携を模索す
る。

〇

仕様変更の結果考える。
実績にとらわれない使用条件
精査により材質選定を見直
す。

物
質
使

用
量
削

減 ○

ペーパーレス化の進展によると
考えられる。
文書の電子化保管への変換を
強化する。

化
学

物
質
使
用
量
抑

制

〇

〇

洗浄要領の改善の賜物と考え
る。
より一層の改善および溶剤回
収装置の使用拡大を目指す。

実績・取組結果 評価および次年度の取組内容

上
水

使
用

量
削

減
〇
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＜ 環境への負荷の経年変化 ＞

注：0.99以下が目標達成、1.00以上が目標未達成。

66期
2018年度

67期
2019年度

68期
2020年度

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 1.00 1.21 1.01

一般廃棄物 1.00 0.99 0.95

産業廃棄物 1.00 0.91 1.12

上水使用量 上水 1.00 1.01 0.98

アセトン 1.00 0.96 1.00

スチレンモノマー 1.00 1.05 1.00

メタクリル酸 1.00 1.10 1.00

廃棄物排出量

化学物質使用量
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＜ ６８期（２０２０年度）実績値 ＞

68期生産高 306578 万円

料金（円） CO2排出量（kg-CO2) 割合

電力1 本社 関西電力 441,292.00 kWh 8,431,466 184,460.06 49.4% 電力使用量合計 561,542.00

電力2 東京 東京電力 21,321.00 kWh 893,334 9,850.30 2.6% 対生産高比 1.83

電力3 富士 東京電力 74,538.00 kWh 2,011,881 34,436.56 9.2% CO2排出量 239,493.67 kg-CO2

電力4 名古屋
営業所

中部電力 11,861.00 kWh 391,551 4,957.90 1.3% 対生産高比 0.781

電力5 福岡営
業所

九州電力 12,530.00 kWh 477,690 5,788.86 1.5%

ガソリン 36,247.62 L 3,769,134 84,154.65 22.5% 対生産高比 0.118

軽油 6,177.88 L 1,457,285 15,969.59 4.3% 0.020

灯油 1,836.00 L 156,899 4,570.69 1.2% 0.006

A重油 L

都市ガス 13,195.00 Nm3 1,443,300 29,477.98 7.9% 0.043

液化石油ガス（LPG） kg

液化天然ガス（LNG） kg

561,542.00 12,205,922 239,493.67 64.1%

合計（エネルギー） 19,032,540 373,666.59 100.0% 1.219

52,653.60 kg 545,404 0.172

310,416.43 kg 1.013

中間処理量 kg

うち再資源化量 kg

最終処分（埋立）量 kg

286,351.43 kg 0.934

4,730.00 kg 0.015

19,335.00 kg 0.0631

kg

上水 3,015.00 m3 1,016,560 0.00983

工業用水 m3

地下水 m3

517,839.28 kg 1.689

14,941.03 kg 0.0487

9,456.80 kg 0.0308

資源 977.76 kg 0.00319紙

2019年10月 ～ 2020年9月

量

廃油

木くず

エネルギー
使用量

電力のみの合計（参考値）

一般廃棄物総排出量

スチレンモノマー

産業廃棄物総排出量

11,010,979

廃プラスチック

水使用量

化学物質
使用量

メタクリル酸

アセトン
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＜ エネルギー関連使用量 ＞

電気使用量 kWh

東京 富士 名古屋 福岡 本社 合計

10月 1,779 8,612 892 1,152 37,881 50,316

11月 1,469 7,177 890 737 30,954 41,227

12月 1,715 5,800 1,074 735 31,235 40,559

1月 2,495 5,899 1,232 947 34,485 45,058

2月 2,234 5,926 991 1,088 39,223 49,462

3月 2,370 5,417 1,018 1,032 35,507 45,344

4月 2,359 5,511 820 1,281 37,034 47,005

5月 1,614 5,347 741 682 33,207 41,591

6月 1,003 4,768 967 741 31,866 39,345

7月 1,770 6,199 1,191 1,353 40,686 51,199

8月 1,841 6,540 1,146 983 42,796 53,306

9月 672 7,342 899 1,799 46,418 57,130

21,321 74,538 11,861 12,530 441,292 561,542

　　 軽油 リットル
富士 本社 合計

10月 633.51 0.00 633.51

11月 311.93 180.00 491.93

12月 306.51 0.00 306.51

1月 718.01 180.00 898.01

2月 242.91 0.00 242.91

3月 443.75 0.00 443.75

4月 446.28 180.00 626.28

5月 576.65 0.00 576.65

6月 366.47 0.00 366.47

7月 713.34 180.00 893.34

8月 312.10 0.00 312.10

9月 206.42 180.00 386.42

5278 900 6,178

都市ガス m3
東京 富士 名古屋 福岡 本社 合計

10月 1 459 460

11月 2 1,329 1,331

12月 2 1,694 1,696

1月 2 788 790

2月 3 885 888

3月 3 705 708

4月 2 1,321 1,323

5月 1 1,223 1,224

6月 1 773 774

7月 1 842 843

8月 1 1,573 1,574

9月 1 1,583 1,584

20 13,175 13,195

プ
ロ

パ
ン
ガ
ス

共
益
費
に
含

む

東
京

工
場
は
プ
ロ
パ

ン
ガ
ス
少
量

の
た
め
除

外

共
益

費
に
含
む

灯油 リットル
富士 本社 合計

10月 183.00 0.00 183.00

11月 236.00 0.00 236.00

12月 318.00 0.00 318.00

1月 264.00 180.00 444.00

2月 330.00 180.00 510.00

3月 0.00 0.00 0.00

4月 0.00 0.00 0.00

5月 0.00 0.00 0.00

6月 0.00 0.00 0.00

7月 0.00 0.00 0.00

8月 145.00 0.00 145.00

9月 0.00 0.00 0.00

1476 360 1836

ガソリン リットル
東京 富士 名古屋 福岡 本社 合計

10月 587 71 754 915 915 3,242

11月 240 66 714 984 578 2,582

12月 448 92 622 775 1,092 3,029

1月 164 99 772 936 736 2,707

2月 579 36 498 767 862 2,741

3月 1,407 69 659 1,115 918 4,169

4月 662 75 813 706 819 3,075

5月 340 157 810 1,174 700 3,182

6月 374 62 687 611 901 2,636

7月 307 79 901 855 856 2,999

8月 402 37 869 720 838 2,867

9月 627 114 1020 652 606 3,019

6,138 958 9,119 10,212 9,821 36,248
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＜ 社有車 燃費記録 ＞

引き続き、積極的にハイブリッド車への移行を進めてまいります。

本社
製造
部

660
cc
ﾊﾞﾝ

１ ２ ３ １ １ ２ ３

６６期 13.7 7.4 10.3 12.3 25.9 23.9 10.2 7.1 11.9 10.9 11.0 10.1 -

６７期 9.6 9.9 10.3 9.6 25.9 25.1 9.2 7.2 19.4 10.9 10.5 11.9 24.2

６８期 9.6 9.4 9.7 12.6 25.9 23.4 12.3 8.1 8.1 11.0 10.5 11.9 21.8

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ

ﾄ
ﾗ
ｯ
ｸ

2,000
cc
ﾊﾞﾝ

本社工事部 本社営業部 富士工場

1,500
cc
ﾊﾞﾝ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

１ ２

６６期 11.7 7.6 25.6 9.6 22.0 20.3 17.2 ー 8.7 9.9 10.8 ー ー 7.4 7.3 8.7 14.2

６７期 13.5 7.7 23.2 9.1 25.6 21.5 17.5 ー 8.7 10.4 8.2 ー ー 7.4 8.4 12.8 14.5

６８期 16.9 11.4 22.1 9.1 25.7 12.5 18.6 22.8 12.3 12.1 11.0 22.5 9.4 12.3 14.5 13.1 11.8

福岡営業所

1
8
0
0
cc
ﾊﾞﾝ

1
5
0
0
cc
ﾊﾞﾝ

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ

1,500
cc
ﾊﾞﾝ

東京
支店

1
6
0
0
cc
ﾊﾞﾝ

名古屋
営業所

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

ﾊ
ｲ
ﾌﾞ
ﾘ
ｯ
ﾄﾞ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ

2
0
0
0
cc
ﾊﾞ
ﾝ
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＜ 環境関連法規の遵守 ＞

 当社（本社・工場、富士工場）に関わる下記の環境関連法規の遵守状況を確認した結果、訴

訟および違反行為は過去５年間ありませんでした。また、関係当局からの指摘は過去５年間あ

りませんでした。

遵守評価日：2020 年 10 月 8 日

確認
文書

判定

フロン類の使用の合理化及び
管理の適正化に 関する法律
（フ口ン排出抑制法）

（法第１６条（管理者の判断基準））
①適切な場所への設置 ・維持

②機器の点検 （ 第一種特定製品のみ）
全て対象 ： 簡易点検（油にじみ、腐食、損傷、異音、異常振動

等）
一定規模*以上対象 ：専門家による定期点検

（エアコン1回／3年等）
③漏洩防止 ・未修理での充填禁止

④点検等の履歴の保存、整備時に記録の提示
⑤漏えい量の把握と1000    C02-t／年以上漏えい時の報告

技術部
ﾀﾌｼﾞｮｲﾝﾄ用
冷凍庫

富士工場
エアコン

製
造

部
・
富
士
工
場

引
取

証

明
書

○

大気汚染防止法

第2条（特定施設の届出）
・ばい煙：排出基準0.1g/m3N

・一般粉じん：敷地境界線上濃度　 1.5mg/m3
・揮発性有機化合物排出：

敷地境界線上濃度　 ﾄﾙｴﾝ 2.0ppm、MEK 4.0ppm

測
定

報
告
書

○

騒音規制法

振動規制法

悪臭防止法

特定悪臭物質排出の敷地境界線地表での濃度基準
ﾄﾙｴﾝ：10ppm、ｽﾁﾚﾝ：0.4ppm、
ｷｼﾚﾝ：1ppm、MIBK：1ppm、

酢酸ｴﾁﾙ：3ppm

記
録 ○

自動車から排出される
窒素酸化物及び粒子状物質の
特定地域における総量の
削減等に関する特別措置法
（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）

対策地区内で排気ガス規制に適合した自動車の使用 自動車

車
検
証

適
合

車
マ
ー

ク

○

全
社

対
応
分

担当
部署

○

遵守評価

届
出

書

安
全

委
員
会
事
務
局

・
富
士
工
場

法規制等の名称
適用される要求事項
（対応すべき事項）

該当する
設備・項目

特定施設の届出、地域別騒音・振動基準
7.5kW以上空気圧縮機・送風機、
30kw以上のﾛｰﾙ機、ﾌﾞﾗｽﾄ

第3種区域 敷地境界線において65デシベル

乾燥炉 1台
空気圧縮機 6台
送風機

（脱臭装置） 6台
集塵機 2台

工業用ﾐｷｻｰ 4 台
ﾛｰﾙ機 1台
ﾌﾞﾗｽﾄ 1台

ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ機 3台
塗装ブース 1台

富士工場
旋盤2台
ボール盤3台
高速切断機3台
空気圧縮機3台
丸のこ盤1台
かんな盤1台
帯のこ盤1台
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委託基準：一廃収集業者の許可の確認

一般廃棄物
(紙くず、段ﾎﾞｰﾙ、
木くず、生ごみ

など)

許
可

証
○

委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、契約

契
約

書
・

許
可

証
○

保管基準：60cm×60cm以上表示、飛散・浸透防止、衛生管理

現
場

観
察

○

マニフェスト交付
A,B2,D,E票の保管（5年間）、B2・Ｄ票90日、
Ｅ票180日以内に送付されない場合は

30日以内の知事への報告

ﾏ
ﾆ

ﾌ
ｪ

ｽ

ﾄ ○

産業廃棄物管理票交付等
状況報告書の提出

報
告

書
○

第1種指定化学物質取扱者は移動量を報告
（年間取扱量１トン以上で従業員21名以上の場合、

排出量及び移動量を把握し、
毎年度、排出量及び移動量を主務大臣に届出）

資
材
部

購
買
課

報
告

書
○

性状及び取扱いに関する情報（ＳＤＳ）の提供：
指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、

又は提供するときは、性状及び取扱いに関する情報を
文書又は磁気ディスクの交付等により提供

営

業
部

S
D

S

提
供

状
況

○

毒物及び劇物取締法 盗難／漏洩防止、容器への表示、保管施設への表示 試薬類
技
術

部

現
場

観
察

○

常時50人以上の事業所
安全管理者、衛生管理者、産業医、安全委員会、

衛生委員会の設置と届け出

安全管理者
衛生管理者
産業医

安全委員会

届
出

書
○

作業環境測定の実施
（粉じん、有機溶剤濃度）

作業環境測定 ○

有機溶剤健康診断の実施
（雇入れ時、6ヶ月毎）

有機溶剤健康診断 ○

粉じん作業健康診断の実施
（雇入れ時、管理区分１：3年毎、管理区分2,1：3年毎）

粉じん作業健康診
断

○

危険物保管の指定数量以上の許可申請
危険物保管の指定数量以上の危険物取扱者の届出 ○

火災報知機の設置（工場500㎡以上）
屋内消火栓の設置（工場700㎡以上）

消防用設備等の点検と報告
○

全
社

対
応
分

記
録

現
場

観
察

消防法

資
材

部
購
買
課
・
出

先
事
業
所

安
全

委
員
会
事
務
局

労働安全衛生法

各種樹脂
有機溶剤
硬化剤
灯油、軽油

化学物質排出
把握管理促進法
（PRTR法）

廃棄物処理法

産業廃棄物
（金属類・廃プラ類・
廃ガラス・廃油・
木製パレット）

ﾄﾙｴﾝ
ｽﾁﾚﾝ
ﾒﾀｸﾘﾙ酸
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全
社

対
応
分

環境の保全のための意欲の増進
及び環境教育の推進に関する法

律
（環境保全活動・環境教育推進

法）

第十条
事業者は、その雇用する者に対し、環境の保全に関する知識
及び技能を向上させるために必要な環境保全の意欲の増進

又は環境教育を行うよう努めるものとする。

ｴｺｱｸｼｮﾝ21、
6.教育訓練の実施

管
理

部

記
録 ○

環境の保全と創造に関する条例

事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水（廃液を含
む。以下同じ。）、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を
適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、工場等（工場、事業所

等事業を行う場所をいう。以下同じ。）の緑化、ごみの散乱の防止等に必要
な措置

廃棄物

環境の保全と創造に関する条例
施行規則

(１)　粉じんに係る施設にあっては、別表第１に掲げる施設
(２)　汚水に係る施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備

に関する法律施行令（昭和46年政令第264号。以下「公害防止組織法施行
令」という。）別表第１に掲げる施設及び別表第２に掲げる施設

木型の加工研削施

設

静岡県生活環境の保全等に関
する条例

静岡県生活環境の保全等に関
する条例施行規則

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例施行規則

静
岡
県

神
奈
川

県

粉塵、騒音、大気汚染，水質など公害の防止

粉塵、騒音、大気汚染，水質など公害の防止

富
士

工
場

東
京

支
店

記
録

記
録

〇

〇

換気装置

廃棄物コンテナ
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＜ 代表者による全体の評価と見直し・指示 ＞

見直しに必要な情報（環境管理責任者の報告）

環境

経営方針

 1．環境方針に示された「環境への取組の基

本的方向」は現在も適切か。

環境経営方針が実行され、EA21 全体の取

組は効果的か。

適切でした。

環境経営

目標

環境経営

計画

4．環境経営目標、環境経営計画の達成状況

は妥当か。

① 二酸化炭素排出量削減（省エネルギ

ー ）

② 廃棄物排出量削減（リサイクル） 、

③ 総水使用量削減（節水）ほかの実績

④ 新規テーマはないか

妥当でした。

①新たな機械設備導入のため電

気消費量が増加しました。

②新規事業によるプラスチック

ごみが増大しました。

③節水意識定着により順調に削

減が進みました。

④ＳＤＧｓ達成に向け各部門部

署で具体的目標を設定しまし

た。

その他の

環境経営

システム

2．環境負荷に大きな変化はないか。

環境への取組状況に変化はないか。

3．法規、条例の内容に変更はないか。

法規制は遵守しているか。

5．実施体制は効果的か。

  実施体制の変更の必要性

6．教育・訓練は実施されているか。

7．外部か らの苦情や要望は何か。

8．実施及び運用は適切か。

9．緊急事態への準備と訓練は適切か。

10．取組状況の確認は適切か。

  問題の是正処置は有効か。

11．文書・記録の作成と整理は適切か。

※1. 環境経営レポートの内容は適切か。

※2. 事務所に備付け、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの公開は

最新版か。

2.大きな変化はなかった。ＳＤ

Ｇｓへの取組み強化しました。

3.特になし。遵守している。

5.効果的であるので変更の必要

はありません。

6.確実に実施されています。

7. ありません。

8. 適切でした。

9. 油類漏れへの対応を協議審し

ました。

10. 適切でした。

11. 適切でした。

※1. 適切です。

※2.最新版を公開しています。

内部監査

・EA21 はｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに適合しているか。

・環境経営目標が達成されているか。

・適切かつ有効に運用され、継続的に改善

されているか。

・適合しています

・電気使用量及び廃棄物が未達

成になりました。

・各部門部署にて積極的に改善

が実施されています。
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2020 年 11 月 30 日  代表取締役社長 松本 興二 

全体の評価
変更の

必要性
指示

環境

経営方針

1. 地域、組織に応じた具体的 

 ＢＣＰ（事業継続計画）を

策定、確立し、運用する。

2. 環境配慮型製品の性能および

種類を強化、充実させ、ＳＤ

Ｇｓを含め社会に貢献する。

有 無
１．具体化した BCP を広報し

周知徹底すること。

２．開発速度を速めること。

環境経営

目標

環境経営

計画

二酸化炭素排出量削減に向けた

対策強化が必要。
有 無

各部署とも改善が進んでいる

が、より一層改善に取り組む

こと。

その他の

環境経営

システム

新たなﾉﾝｽﾁﾚﾝ樹脂製品開発が進

んでいないので対策が必要。
有 無

一つの樹脂メーカーにこだ

わらず他メーカーとの連携

を検討すること。

実施体制 現時点では適正と考える。 有 無
各部署とも適正人員を見直す

こと。

*1．見直しに必要な情報欄の番号は、環境経営システムガイドラインの必須項目（12 項目）

  の番号を示しています。※印は環境経営レポートガイドラインの要求事項を示しています。

*2．評価は毎年 1 回 （原則として 11 月） に実施します。

*3．環境管理責任者は社長の指示内容について直ちに実行に移し、その結果を社長に報告し

ます。


